
１ 中野市主催又は共催事業 

３ 中野市及び中野市体育協会後援事業並びにその他各種団体の大会 

４  中野市内の団体及び個人の３カ月ごとの予約 

５  中野市内の団体及び個人で上記４の期日以降の予約 

６ 中野市外の団体及び個人の予約 

７  当日受付分（市内、市外）、個人使用 

２ 中野市体育協会主催又は共催事業 

１ 中野市主催又は共催事業 

使用申請 

次年度の使用希望日を事務局へ申請する。（任意形式） 

申請期限は、１２月１４日までとする。ただし、会長が認めた場合は、この限りでない。 

予約確定 
•使用希望日申請に基づき予約受付簿に記載し、予約を確定する。 

使用許可 
使用日の概ね１カ月前までに事務局へ使用許可申請書を提出し、許可書の交付を受ける。 

２ 中野市体育協会主催又は共催事業 

 
 

２、予約の方法 
 

 

 

中野市体育施設予約方法について 

１、予約の優先順位 

令和７年４月 

•次年度の使用希望日を事務局へ申請する。（任意形式） 

使用申請 • 申請期限は、１２月１４日までとする。ただし、会長が認めた場合は、この限りでない。 

•使用希望日申請に基づき予約受付簿に記載し、予約を確定する。 
予約確定 

使用許可 

•使用日の概ね１カ月前までに事務局へ使用許可申請書を提出し、許可書の交付を受
ける。 



４ 中野市内の団体及び個人の３カ月ごとの予約 

使用申請 

精査 

３カ月ごとに調整会議を行い、予約を確定する。期日は以下のとおり（２５日が土、日、祝日の場合は翌日） 
４月～６月分 ２月２５日 ７月～９月分 ５月２５日 

調整会議 •１０月～１２月分 ８月２５日 １月～３月分 １１月２５日 

調整会議後、事務局へ使用許可申請書を提出し、許可書の交付を受ける。 
使用許可 

期間内に申請のあった希望日を精査し、重複団体等に対し調整会議を行う旨の通知を行う。 

他と重複がない使用希望日については、この時点で予約確定とする。 

３カ月ごと使用希望日を専用の申請用紙にて事務局へ申請する。申請期間は以下のとおり 

４月～６月分 ２月１日～２月１５日 ７月～９月分 ５月１日～５月１５日 

１０月～１２月分 ８月１日～８月１５日 １月～３月分 １１月１日～１１月１５日 

ＦＡＸ及びメールでの申請も受け付ける。 

５ 中野市内の団体及び個人で上記４の期日以降の予約 

使用申請 

精査 

予約確定 
使用日の概ね１カ月前までに事務局へ使用許可申請書を提出し、許可書の交付を受ける。 

予約受付簿と精査し、予約を確定する。 

上記１，２，３，４の日程が確定後、使用希望日を窓口及び電話で申請する。 

期日は調整会議終了の翌月の１日から随時とする。（１日が土、日、祝日の場合は翌日） 

３か月ごとの予約を可能とする。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 中野市及び中野市体育協会後援事業並びにその他各種団体の大会 

使用申請 

次年度の大会使用希望日を専用用紙にて事務局へ申請する。 

申請期間は、１２月１５日から１月１５日の１カ月とする。 

精査 

 

１月末に調整会議を行い、大会予約を確定する。 

上記申請期間に申請できなかった者においては、２月１日から申請できるものとする。ただし、申請が下記４の期間

調整会議 
中で、使用希望日が予約申請されている場合は、調整会議を行うものとする。 

使用希望日が他と重複がなければ、この時点で予約確定とする。 

使用許可 使用日の概ね１カ月前までに事務局へ使用許可申請書を提出し、許可書の交付を受ける。 

期間内に申請のあった希望日を精査し、重複団体に対し調整会議を行う旨の通知を行う。 

他と重複がない大会については、この時点で予約確定とする。 



申請は使用希望日の前月１５日(１５日が土、日、祝日の場合は翌日）からとする。（１５日は、窓口の場合 ８時３０分から、電話の
場合 １３時からの受付とし、１６日以降は、随時受付とする。） 

使用申請 •１カ月ごとの予約とする。 

予約受付簿と精査し、予約を確定させる。 
精査 

予約後、事務局へ使用許可申請書を提出し、許可書の交付を受ける。 
予約確定 

７ 当日受付分（市内、市外）、個人使用 

使用申請 

予約受付簿と精査し、使用を確定する。 
精査 

使用申請書を提出し、原則許可書を発行する。 
使用許可 

使用希望日当日に窓口にて受付ける。 

受付、予約の申し合わせ事項 

同一の団体及び個人が、複数の名義を使用して申請を行うことは認めない。 

同一の団体及び個人が同一の施設を週３回を超えて予約することは認め
ない。ただし、施設に空きのある場合はこの限りではない。 

予約方法３、４の場合は先着順を考慮しない。（調整会議を行う） 

予約方法１、２、５、６、７の場合は先着順とする。（調整会議を行わない） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 中野市外の団体及び個人の予約 



その他申し合わせ事項 

確定した施設予約について変更等がある場合は、団体、個人等間の調整
のみ認め、事務局での判断を行わない。調整の結果、変更が生じた場合は
速やかに事務局へ申請する。 

使用者の都合により予約のキャンセルをする場合は、使用日の３日前ま
でに連絡をする。 

また、使用日の３日前までに連絡のなかった場合は、使用料の全額費用
負担とする。（使用料の減免対象団体であっても、同様の取り扱いとす
る。） 

予約方法１、２、３、４については電話予約を行わない。５、６については予
約開始日の午後１時より電話予約を受付ける。 

• 上記の申し合わせ事項及び体育施設使用にあ 
たってのルールを厳守して下さい。 

• 守らない場合は団体及び個人に対し、施設使用
制限（予約取り消し、施設使用禁止等）を行う場
合があります。 

注  意  事  項 

 
 

 

 

 

調整会議の申し合わせ事項 

同一団体が施設使用を独占することのないよう調整を行う。調整がつかない
場合は体育協会事務局長決裁とする。 

予約希望日に他の団体と重複がない場合は、予約希望どおりに確定とする。
この場合、調整会議では他の団体が予約を入れることは認めない。 

調整会議の日程は申請受付月の２５日（土、日、祝日の場合は翌日）とし、
予備日は設けない。会議に出席のない団体、個人等については棄権したも
のとみなす。 

団体、個人等での優劣をつけることは認めない。 


